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資料５－１ 

 

 

緑の回廊における林地開発行為について 

 

                           

１．緑の回廊の現状 

緑の回廊は、野生生物の移動経路を確保し生息・生育地の拡大と相互交流を促す

ことを目的に、既に野生動植物の保護、遺伝資源の保存等を目的として設定してい

る保護林を連結するよう設定するもの。 

東北森林管理局（以下「東北局」という。）では、奥羽山脈、白神八甲田、八幡平

太平山、北上高地、鳥海朝日・飯豊吾妻の５つを設定。 

 

２．緑の回廊における林地開発行為の取扱い 

（１）緑の回廊設定方針の評価項目の設定 

    東北局では令和３～４年度に保護林管理委員会での検討等を経て各緑の回廊設

定方針に評価項目を設定。 

緑の回廊設定方針では、林地開発行為に対して評価項目における着目する野生

生物種の内容を十分考慮し、当該緑の回廊への影響度合いや野生生物の移動経路

の確保などを総合的に検討して対応することとしている。 

    評価項目は、緑の回廊の設定以後に林地開発行為（再生可能エネルギー発電事

業等）が計画される場合に環境影響評価手続等において確認すべきこととして、

調査すべき野生生物種、調査期間、具体種毎に留意すべき事項等を定めたもの。 

 

（２）再生可能エネルギー発電施設の設置等の取扱い 

 林野庁では令和３年に再生可能エネルギー発電事業が緑の回廊において計画さ

れる場合に、地球温暖化防止と生物多様性保全の双方の公益性の両立と、手続き

の一層の明確化かつ迅速化に向けて、緑の回廊の機能の維持保全等への影響の確

認等基本的な考え方、発電事業の段階ごとの確認方法などの手続きを定めた。 

これに基づき、東北局では①計画段階では緑の回廊の評価項目に関する事項が

方法書等に反映すること②準備書段階では環境調査により明らかとなった当該回

廊の評価項目に対する環境配慮としてとるべき必要な措置を確認し、保護林管理

委員会での議論を経て環境配慮の妥当性を確認することとしている。 

 

３．今回確認いただく林地開発行為について 

（１）薮川地区風力発電事業 

北上高地緑の回廊における風力発電事業である。 

環境影響評価の手続は評価項目の設定（令和４年３月）以後に行われており、

現在、配慮書（令和４年８～９月に縦覧）を経て方法書（令和５年３～４月に縦

覧）の段階にあることから、事業者より当該事業の概要、評価項目の反映状況、

環境配慮の考え方及び検討状況について説明を行うので、方法書における緑の回

廊の評価項目の反映について確認いただきたい。 
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（２）山形幹線昇圧延長工事 

 鳥海朝日・飯豊吾妻緑の回廊における送電線建設事業である。 

再生可能エネルギー発電施設の設置に係る案件ではないが、令和２年度第１回

の保護林管理委員会で送電線新設予定地に緑の回廊が含まれるものとして、情報

提供した事業。事業者において自主的な環境影響評価を実施しており、現在準備

書に該当する段階にあることから、事業者より回廊内での環境配慮について説明

を行うので、このことについて確認いただきたい。 

 

（以上） 
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